
２０２０年３月１０日 

お客様 各位 

北空知信用金庫 

 

 

「民法改正」および「未利用口座管理手数料および口座解約」新設・導入に伴う 

預金関連規定の改定について 

 

当金庫では２０２０年４月の改正民法の施行および「未利用口座管理手数料および口座解

約」新設・導入に伴い、２０２０年４月１日より預金関連規定を改定させていただくこと

となりましたのでご案内いたします。 

 なお、改定後の規定は改定前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただき

ます。 

 

 

１．対象となる預金関連規定 

当座預金規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、通知預金規定、定期預

金規定集、定期積金（スーパー積金）規定、定期性総合口座取引規定、譲渡性預金、一般

財形定期預金、住宅財形定期預金、財形年金定期預金 

 

 

以下の条項について改定致します。 

成年後見人ご本人について補助・保佐・後見が開始された場合の取扱いの明確化 

 
（成年後見人等の届出） 

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面に

よって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の

補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が

開始された場合にも、同様にお届けください。 

 

債権譲渡取引に関する改正 

 
（譲渡、質入れ等の禁止） 

(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通
帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用
させることはできません。 

（以下略） 

 



「意思表示の効力発生」に関する文言の追加 

 

（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

 （1）現行通り 

 （2）現行通り 

（3）現行通り 

 （4）現行通り 

 （5）届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合

には、延着し、または到達しなかったとき、取引先（相手方）が到達を妨げた場

合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

 

 ※当座預金は第３項が改定となります。 

 

「満期日前解約」に関する文言を追加、変更 

  

(預金の解約、書換継続) 

(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約す

ることはできません。 

（以下略） 

 

未利用口座および未利用口座管理手数料の条項を新設 

 
(未利用口座および未利用口座管理手数料) 
(1)未利用口座 
2020年 4月 1日以降に開設したこの預金口座は、最終移動日(当該普通預金利息の
元本への組入れ、未利用口座管理手数料の引落しを除く)から 2年以上一度も預入れ
または払戻しがない口座を未利用口座として取扱います。 
(2)未利用口座管理手数料 
①本手数料は前項の未利用口座が対象となります。 
②未利用口座となった場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面を
郵送します。発送後、3ヶ月間ご利用(お預入れ、払戻し)がなく、かつ、預金残
高が 10,000 円に満たないときは、当金庫所定の未利用口座管理手数料がかかり
ます。この場合、この預金口座から払戻請求書等によることなく、管理手数料の
引落しができるものとします。また、お支払いただいた管理手数料はご返却いた
しません。 

   ③預金残高が管理手数料の額に満たないときは、当金庫は預金者に通知することな
く残高全額を管理手数料に充当のうえ、この預金口座を解約できるものとしま
す。 

④解約された預金口座の再利用はできません。 
(3)その他手数料 

   ①この預金の取引に関する手数料が、改定もしくは新設された場合にも、当該手数
料は当金庫所定の方法により引落とします。 

 ②前項にかかわらず当該手数料の引落しができなかった場合、当金庫は預金者に通
知することなく、この預金口座を解約することができるものとします。 

 

 

                                    以 上 


